
規 則

○ 三重県事務決裁及び委任規則の一部を改正する規則 (経 営 総 務 室) �

○ と畜場法等施行細則の一部を改正する規則 (薬 務 食 品 室) �

○ 健康増進法施行細則の一部を改正する規則 (健康づくり室) �

告 示

○ 町の区域を設定する旨の届出 (市町行財政室) ��

○ 児童福祉法施行細則第��条の規定による徴収額の一部改正 (こども家庭室) ��

○ 障害者自立支援法の規定による育成医療又は更生医療に係る指定自立支援医療機関

からの指定の辞退 (障 害 福 祉 室) ��

○ 廃物として認定することが困難な放置自動車の処分 (ごみゼロ推進室) ��

○ 県土整備部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 (財 務 調 整 室) ��

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請があった旨及びその関係書類の縦覧 (Ｎ Ｐ Ｏ 室) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請があった旨及びその関係書類の縦覧 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 換地計画を定めた旨及びその関係書類の縦覧 (農 地 調 整 室) ��

○ 土地改良事業計画の変更を適当と決定した旨及びその関係書類の縦覧 ( 同 ) �	

○ 公共測量が終了した旨の通知 (公 共 用 地 室) �	

○ 土地区画整理事業の換地処分を行った旨の届出 (都 市 政 策 室) �	

○ 一般競争入札を行う旨 (出 納 局) �	

○ 同件 ( 同 ) �


○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 (教 育 委 員 会) ��

お 知 ら せ

○ 一般競争入札を行う旨 (管 財 室) ��

○ 企画提案書の募集 (生 活 保 障 室) ��

○ 同件 (農 畜 産 室) ��

正 誤

○ 平成��年月��日付け三重県公報第�	
�号 (農水商工総務室) �
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平成18年９月29日(金)

第 1817 号

毎週火・金曜日発行県 章

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 九 月 二 十 九 日



平
成
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�
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��
日
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����

号
三

重
県

公
報

(
�
)

三
重
県
知
事

野

呂

昭

彦

三
重
県
規
則
第
八
十
一
号

三
重
県
事
務
決
裁
及
び
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
事
務
決
裁
及
び
委
任
規
則

(

平
成
十
四
年
三
重
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
防
災
危
機
管
理
部
消
防
及
び
保
安
を
担
当
す
る
室
の
表
第
一
号
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
防
災
危
機
管
理
部
消
防
及
び
保
安
を
担
当
す
る
室
の
表
第
六
号
の
項
第
四
十
七
号
中

｢第
��条
第

�

項
｣

を

｢第
��条

第

�

項
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
家
庭
を
担
当
す
る
室
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
を
担
当
す
る
室
の
表
第
一
号
の
項
中
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十

号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
中｢第

��条
第

�

項
｣

を｢第
��条
第

�

項
｣

に
、｢事
業
廃
止
等
届
出
｣

を

｢身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
置
の
届
出
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中

｢第
��条
第

	

項
｣

を

｢第
��条
第




項
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
を
担
当
す
る
室
の
表
第
一
号
の
項
中
第
十
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
七

号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
第
三
号
の
項
中
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
十
三

号
を
第
四
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
表
第
五
号
の
項
中
第
三
十
三
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十

二
号
ま
で
を
十
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
九
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
障
害
福
祉
を
担
当
す
る
室
の
表
第
五
号
の
項
中
第
十
八
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
号
中

｢第
��条

の

�

第

�

項
｣

を

｢第
��条

の

�

第

�

項
｣

に
、｢障

害
児
相
談
支
援

事
業
廃
止
等
の
届
出
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
廃
止
等
の
届
出
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中

｢障
害
児
相
談
支
援
事
業
開
始
の
届
出
｣

を

｢児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
開
始
の
届
出
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、

同
項
中
第
二
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
十
号
を
加
え
る
。

�
消
防
組
織
法
(昭
和
��年
法
律

第
���号

)
の
施
行
に
関
す
る

事
務

�
法
第
		条
第
�
項
の
規
定
に
よ

る
推
進
計
画
の
策
定

○



法
第
	�条
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

��
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
､
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
(平
成

��年
法
律
第
��号
)
の
施
行
に

関
す
る
事
務

�
法
第
�
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
､

保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施

設
の
認
定
等

○



法
第
�
条
第
�
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

○

�
法
第

条
の
規
定
に
よ
る
変
更

の
届
出
の
受
理

○

�
法
第
�
条
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
徴
収
等

○

�
法
第
��条
の
規
定
に
よ
る
認
定

の
取
消
し

○

��
法
第
��条
第
�
項
の
規
定
に
よ

る
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施

設
の
廃
止
等
の
届
出
の
受
理

○

	�
法
第
��条
の


の
規
定
に
よ
る

障
害
児
施
設
給
付
費
等
の
額
に
相

当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
の

徴
収

○
児
童
相
談
所

	�
法
第
��条
の
�
の
規
定
に
よ
る

障
害
児
の
保
護
者
等
か
ら
の
報
告

の
徴
収
等

○

	�
法
第
��条
の
�
の
規
定
に
よ
る

障
害
児
の
保
護
者
等
か
ら
の
報
告

の
徴
収
等

○

�
法
第

��条
の

	の
規
定
に
よ
る

障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
決
定

○
児
童
相
談
所



法
第

��条
の

�の
規
定
に
よ
る

障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
決
定

の
取
消
し

○
児
童
相
談
所



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)

別 表 第 一 健 康 福 祉 部 障 害 福 祉 を 担 当 す る 室 の 表 第 十 号 の 項 中 第 十 四 号 を 第 十 五 号 と し 、 第 五 号 か ら 第 十 三 号 ま

で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 四 号 中 ｢指定障害福祉サ

ー

ビス事業者｣ を ｢指定障害福祉サ ービス事業者等｣ に

改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 号 と し 、 同 項 中 第 三 号 を 第 四 号 と し 、 第 二 号 を 第 三 号 と し 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え

る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

と 畜 場 法 等 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 九 月 二 十 九 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三 重 県 規 則 第 八 十 二 号

と 畜 場 法 等 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

と 畜 場 法 等 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 規 則 第 六 十 五 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 の 二 の 表 中 ｢ 熊 野 市 営 と 畜 場 ｣ を ｢ 削 除 ｣ に 改 め る 。

第 一 号 様 式 か ら 第 三 号 様 式 ま で の 規 定 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 三 号 様 式 の 二 及 び 第 三 号 様 式 の 三 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 四 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 五 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 七 号 様 式 か ら 第 十 号 様 式 ま で の 規 定 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 十 一 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 十 二 号 様 式 中 ｢食肉衛生検査所長様｣ を ｢食肉衛生検査所長 あて｣ に 改 め る 。

第 十 三 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 九 月 二 十 九 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三 重 県 規 則 第 八 十 三 号

� 法第�	条の
の規定による
高額障害児施設給付費の支給
決定

○ 児童相談所

� 法第�	条の�の規定による
特定入所障害児食費等給付費
の支給決定

○ 児童相談所

� 法第�	条の�の規定による
指定知的障害児施設等の指定

○

 法第�	条の��の規定による
指定知的障害児施設等の設置
者等からの報告の徴収等

○

� 法第�	条の�
の規定による
指定知的障害児施設等の設置
者等に対する勧告等

○

� 法第�	条の��の規定による
指定知的障害児施設等の指定
の取消し等

○

� 法第�	条の��の規定による
指定知的障害児施設等の指定
等の公示

○

�� 法第�	条の��の規定による
障害児施設医療費の支給決定

○ 児童相談所

� 法第��条の規定による指定
障害者支援施設の指定

○



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)

健 康 増 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

健 康 増 進 法 施 行 細 則 ( 平 成 十 六 年 三 重 県 規 則 第 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 号 様 式 及 び 第 二 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 、

｢(

�

) 学校 (

�

) 矯正施設

(

�

) 病院 (

�

) 寄宿舎

(

�

) 老人保健施設 (

�

) 事業所 を

(

�

) 児童福祉施設 (

�

) 一般給食センタ

(

	

) 社会福祉施設 (
�) その他施設 ｣

｢(

�

) 学校 (

�

) 事業所

(

�

) 病院 (

�

) 寄宿舎

(

�

) 介護老人保健施設 (

�

) 矯正施設

に 、

(

�

) 老人福祉施設 (
�) 自衛隊

(

	

) 児童福祉施設 (

) 一般給食センタ

(

�

) 社会福祉施設 (
�) その他施設 ｣

に

改 め る 。

第 三 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 四 号 様 式 ( そ の 一 ) か ら 第 四 号 様 式 ( そ の 三 ) ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

を

｢(�) 老人保健施設とは､ 老人保健法に規定する老人保健施設をいいます｡

(	) 児童福祉施設とは､ 児童福祉法に規定する施設及びこれらに類するものをいいます｡

(
) 社会福祉施設とは､ 老人福祉法､ 身体障害者福祉法等に規定する社会福祉施設 (児童福祉施設に関

するものを除きます｡) 及びこれらに類するものをいいます｡

(�) 矯正施設とは､ 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に規定する刑事施設及び少年院法に規定

する少年鑑別所をいいます｡

(�) 寄宿舎とは､ 学生又は労働者を寄宿させる施設及びこれらに類するものをいいます｡

() 事業所とは､ 労働基準法に規定する事業所又は事務所で､ (�) から (�) までに該当しない施設を

いいます｡

(�) 一般給食センターとは､ 特定した施設に対して継続的に食事を供給している施設であって､ (�) か

ら () までに該当しない施設をいいます｡

(��) その他施設とは､ (�) から (�) までに該当しない施設をいいます｡

｢(�) 介護老人保健施設とは､ 介護保険法に規定する介護老人保健施設をいいます｡

(	) 老人福祉施設とは､ 老人福祉法に規定する老人福祉施設をいいます｡

(
�児童福祉施設とは､ 児童福祉法に規定する施設及びこれらに類するものをいいます｡

(�) 社会福祉施設とは､ 生活保護法､ 身体障害者福祉法､ 売春防止法､ 社会福祉法等に規定する社会福

祉施設 (児童福祉施設に関するものを除きます｡) 及びこれらに類するものをいいます｡

(�) 事業所とは､ 労働基準法に規定する事業所又は事務所をいいます｡

() 寄宿舎とは､ 学生又は労働者を寄宿させる施設及びこれらに類するものをいいます｡

(�) 矯正施設とは､ 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律に規定する刑事施設及び少年院法に規定

する少年鑑別所をいいます｡

(��) 自衛隊とは､ 自衛隊法に規定する自衛隊をいいます｡

(��) 一般給食センターとは､ 特定した施設に対して継続的に食事を供給している施設であって､ (�) か

ら (�) までに該当しない施設をいいます｡

(��) その他施設とは､ (�) から (��) までに該当しない施設をいいます｡

｣

｣

ー

ー



第�号様式 (その�) (第�条関係)

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���	号三 重 県 公 報 (
)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)



第�号様式 (その�) (第�条関係)

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���	号三 重 県 公 報 (	)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)



第�号様式 (その�) (第�条関係)

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���	号三 重 県 公 報 (�)



平
成

��
年

�
月

��
日

第
����

号
三

重
県

公
報

(
��
)第
四
号
様
式

(

そ
の
四)

及
び
第
四
号
様
式

(

そ
の
五)

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



三重県告示第646号

地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定により､ 松阪市の区域内において､ 土地区画整理事

業の施行に伴い､ 次のとおり町の区域を設定する旨､ 松阪市長から届出がありました｡

平成��年�月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 松阪市嬉野中川新町一丁目とする区域

松阪市嬉野中川町字八反田�の�から�の
まで､ �の�から�の�まで､ 
の�から
の�まで､ �の�

から�のまで､ �の�から�のまで､ ､ �の一部､ �の�から�の
まで､ �の�から�の�まで､ ��

の�から��の�まで､ ��の�から��のまで､ ��の�から��の�まで及びこれらの区域に隣接介在する道路等

である国有地の全部､ 字堀替��､ ��の�､ ��の�から��の
まで､ ��､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の�

の一部､ ��の
､ ��の
の一部､ ��の�の一部､ ��の
の一部､ ��､ ��の�の一部､ ��､ �	の�､ �	の�､ ��

の�から��の�まで及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字南貝発��の�､ ��の�､

��､ ��､ ��の�､ ��の�から��の
まで､ ��､ ��の�､ ��の�､ ��
�� の�､ ��の
から��の�まで､ ��の�

から��の��まで､ �	の�から�	の
まで､ ��の�､ ��の
､ ��の�､ ��の､ ��の�､ ��の�	から��の��まで､

��の��から��の��まで､ ��､ ��の�､ ��の�及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字

北ゼツ��の
､ ��､ ��の�から��の�まで､ ��､ ��の�､ ��の�､ ��の�から��の
まで､ ��の�から��の

まで､ �	及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字ゼツ��の�の一部､ ��の�の一部､

��の��の一部､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の
の一部及びこれらの区域に隣接介在する

道路等である国有地の全部､ 字丸田��の�､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ �	の�､ �	の�の一部､ �	の�か

ら�	のまでの各一部､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の�から��の��まで､ ��の�から��の
まで､ ��の

�の一部､ ��の�から��の�まで､ ��の�から��の�まで及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有

地の全部､ 字アジロ��の�から��の�まで､ ��の�､ ��の�､ ��の�から��の��まで､ ��の�から��の
まで､

��､ �	の�の一部､ �	の�から�	の��までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全

部､ 字三財���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､

���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�､ ���の�の一部､ ���の
から���の�まで､ ���の�の一部､ ���の

�､ ���の
の一部､ ���の�､ ���の､ ���の�の一部､ ���の��､ ���の�の一部､ ���の�､ ���の�､ ���

の�の一部､ ���のの一部､ ���の�から���の��まで及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路等である

国有地の全部､ 字貝蔵���の�の一部､ ���の
から���の�まで､ ���のの一部､ ���の�から���の�まで､

���のの一部､ ��	の�から��	の�まで､ ��	の�の一部､ ���の�から���の�まで､ ���の�の一部､ ���の

�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路等である国有地の全部､ 字東浦��	の�の一部､ ���の一

部､ ���､ ���の�から���のまで及びこれらの区域に介在する水路等である国有地の全部､ 字南申畑���の�

から���の
まで､ ���から���まで､ ���の�､ ���の�､ ���の
､ ���の�､ ��	の
､ ���の�､ ���から���

まで､ ���の�から���の�まで､ ���､ ���､ ���の�､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���の
及び

これらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字又口���の��､ ���の�､ ��	の�､ ��	の�､ �	�

の�､ �	�の
､ �	�の�､ �	�の�､ �	�の�､ �	�の�､ �	�の�､ �	�の

� 松阪市嬉野中川新町二丁目とする区域

松阪市嬉野中川町字八反田�の一部､ 字堀替��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の�の一部､ ��の�､ ��の�､

��の�､ ��の
の一部､ ��の�､ ��の�の一部､ ��の�､ ��の
の一部､ ��の�､ �	から��まで､ ��の�､ ��

の
､ ��､ ��､ ��の�､ ��の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字三財��

�の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���から��	まで､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�の

一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する国有地の全部､ 字貝蔵���の�の一部､

���の�､ ���のの一部､ ���の�､ ���のの一部､ ���の�､ ���の�､ ��	の�､ ��	の�の一部､ ���の�､

���の�の一部､ ���の､ ���の�､ ���の�､ ���の�の一部､ ���の
から���の�まで及びこれらの区域に

隣接介在する道路､ 水路等である国有地の全部､ 字野田前���の�から���の�まで､ ���､ ���の�､ ���の�

から���のまで､ ���の�､ ���の��､ ���の�､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ��	

の�から��	の�まで､ ���の�から���の�まで､ ���の�から���の�まで､ ���､ ���､ ���の�､ ���の�､ �

��､ ���の�､ ���､ ���の�及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字木ノ本���から��

平 成 ��年 � 月 �	日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

告告告 示示示



�まで､ ���の�､ ���､ ���､ ���の�､ ���から���まで､ ���の�､ ���､ ���の�､ ���及びこれらの区域に隣

接介在する道路等である国有地の全部､ 字義清の区域の全部､ 字床保���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の

	の一部､ ���､ ���の�の一部､ ��
の�の一部､ ���､ ���の�の一部､ ���の	､ ���のの一部､ ���の�か

ら���の�まで及びこれらの区域に隣接介在する国有地の全部､ 字川原田���の一部､ ���の�の一部､ ���の一

部､ ���から���まで及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字寺田の区域の全部､ 字片

部�
�から�
�まで､ �
�の�､ ���から��
まで､ ���の�､ ���の	､ ���の	及びこれらの区域に隣接介在する

道路等である国有地の全部､ 字五反田���の�､ ���の	､ ���から���まで､ ���の�､ ���の�及びこれらの区

域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 嬉野野田町字出口���､ ���､ ���の	､ ���の�､ ���､ ���､ ��

�の�及びこれらの区域に隣接介在する国有地の全部､ 字立所の区域の全部､ 字溝添���の�

� 松阪市嬉野中川新町三丁目とする区域

松阪市嬉野中川町字中大坪���の�の一部､ ���の	の一部､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ���の�､ ���

の�､ ��
の�､ ��
の	の一部､ ��
の�の一部､ ��
の�､ ��
の､ ���の�､ ���の	の一部及びこれらの

区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字三財���の�の一部､ ���の	の一部､ ���の�､ ���の�､

���のの一部､ �
�の�の一部､ �
�の�の一部､ �
�の�の一部及びこれらの区域に介在する道路等である国

有地の全部､ 字床保���の�の一部､ ���の	､ ���の�の一部､ ���の	､ ���の�､ ���の	の一部､ ���の�､

���の�の一部､ ���の	､ ���の�､ ��
の�の一部､ ��
の	､ ��
の�､ ���の�の一部､ ���の	､ ���の�､

���の�､ ���の�､ ���のの一部及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字下大坪の

区域の全部､ 字藤末���の�､ ���の�の一部､ ���から���まで､ ���の	､ ���の�､ ���､ ���の�､ ��
の�､

��
の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字南オドロの区域の全部､ 字北

オドロの区域の全部､ 字川原田���の一部､ ���の�の一部､ ���の	から���の�まで､ ���の一部及びこれら

の区域に隣接介在する道路､ 水路等である国有地の全部､ 字片部���の､ 字北甚目島���の	､ ���の�及び

これらの区域に隣接する道路である国有地の全部､ 字三ノ坪���から���まで及びこれらの区域に隣接介在する

道路等である国有地の全部､ 字二ノ坪���の�､ ���､ ���､ ���の�､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ��
の

�､ ���の	の一部､ ���の�及びこれらの区域に隣接介在する国有地の全部

� 松阪市嬉野中川新町四丁目とする区域

松阪市嬉野中川町字ゼツ��の�から��の�まで､ ��の�の一部､ ��のの一部､ ��の�から��の�まで､ ��

の��の一部､ ��の��､ ��の��､ ��の�の一部､ ��の	から��のまで､ ��の�の一部､ ��の	の一部､ ��の�

から��のまで､ ��の�､ ��の	､ ��の�の一部､ �
､ ��の�､ ��の	､ ��から��まで､ ��の�､ ��の�､ ��

の	及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路等である国有地の全部､ 字樋口の区域の全部､ 字丸田��の	

の一部､ ��の�から��の�まで､ ��の�の一部､ ��の	の一部､ ��の�､ ��の�から��の�までの各一部､ ��

の�の一部､ ��の	の一部､ ��の�､ ��の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路等である国有

地の全部､ 字アジロ��の�､ ��の	の一部､ ��の�から��の�まで､ ��の�から��の��までの各一部及びこれ

らの区域に介在する道路等である国有地の全部､ 字上大坪の区域の全部､ 字ホオジの区域の全部､ 字相ノ坪の

区域の全部､ 字中大坪���､ ���の�から���の�まで､ ���の�から���の�まで､ ���､ ���の�の一部､ ���の

�から���の�まで､ ���の�､ ���の	の一部､ ���の�､ ���の�の一部､ ���の､ ���の�､ ���の�の一部､

���の	から���の�まで､ ���の	から���のまで､ ��
の	の一部､ ��
の�の一部､ ���の	の一部､ ���の

�及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字三財�
�の�の一部､ �
�の	､ �
�の�の

一部､ �
�の�の一部､ �
�の�の一部､ �
�の�､ �
�の�の一部､ �
�のから�
�の�まで､ �
�の�の一部､

�
�の�の一部､ �

の�の一部､ �

の�の一部､ �

の�､ �

の�､ �

の�､ �

の�の一部､ �
�の�の一

部､ �
�の�､ �
�のの一部､ �
�の�の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､

字藤末���の	､ ���の�､ ���の�の一部､ ���の､ ���の�､ ���の�から���のまで､ ���の	から���の

�まで､ ���の	から���の�まで､ ��
の	から��
のまで､ ��
の�の一部及びこれらの区域に隣接介在す

る道路等である国有地の全部､ 字二ノ坪���の	､ ���の�､ ���の	､ ���の�の一部､ ���の�の一部､ ��
の

	から��
の�まで､ ���の	の一部､ ���の�から���の�まで､ ���の�､ ���の	､ ���の	から���のまで､

���の�から���の�まで､ ���､ ���､ ���の�から���の�まで､ ���及びこれらの区域に隣接介在する道路等

である国有地の全部､ 字一ノ坪���､ ��
､ ���の	から���のまで､ ���の�から���の�まで､ ���､ ���､ ��

�の�､ ���から���まで及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字一色前���の�から��

�の�まで､ ��
の�から��
のまで､ ���の�から���の�まで､ ���の�から���の�まで､ ���の�から���

の�まで､ ���の	から���の�まで､ ���の�､ ���の	､ ���の�､ ���の､ ���の�､ 
��の	から
��の�

まで､ 
��の	､ 
��の�､ 
��の�から
��の�まで､ 
��の	から
��の�まで､ 
�
から
��まで､ 
��の�か
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ら���の�まで､ ���､ ���の�､ ���から���まで､ ���の�､ ���から���まで､ ���の�､ ��	から���まで､ ��


の�から��
の�まで､ ���の�､ ���の�､ ��の�､ ���の�及びこれらの区域に隣接介在する道路､ 水路等

である国有地の全部､ 字樋ノ口���の�､ ��	､ �
�の�から�
�の��まで､ �
�の�､ �
�の��及びこれらの区域

に隣接介在する国有地の全部､ 字上フケ��
の�､���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���､ ��､ ���の�､

���の�から���の��まで､ ���の�､ ��	の�､ ���の��､ ���の��及びこれらの区域に隣接介在する国有地の全

部､ 字下フケ��	の�､ ��､ ��の�､ ��の�､ ��の�､ �
､ ��の�､ ��の�､ �の�､ ��の�､ �	

から���まで､ ���の�､ ��
の�､ ��
の��､ ��
の��及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の

全部､ 字寺脇��の�､ �	の�､ ��､ ��､ �
の�､ ��､ ��の�､ ��の�､ �の�及びこれらの区域に

隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字六反��の�､ 
､ �の�､ �の�､ �､ 	の�､ ��の�

から��の��まで､ ��､ ��の�､ ��の�及びこれらの区域に隣接介在する道路等である国有地の全部､ 字東

浦�	の�､ �	の�､ �	の�の一部､ ��の一部､ ��の�から��の�まで及びこれらの区域に介在する国有

地の全部

三重県告示第647号

児童福祉法施行細則第
�条の規定による徴収額 (昭和�年三重県告示第
��号) の一部を次のように改正し､

平成��年��月�日から施行します｡

平成��年�月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

題名を次のように改める｡

児童福祉法施行細則第��条の規定による徴収額

告示中 ｢(母子寮｣ を ｢(母子生活支援施設｣ に､ ｢精神薄弱児通園施設､ 難聴幼児通園施設､ 肢体不自由児施

設通園部及び母子寮｣ を ｢知的障害児通園施設及び母子生活支援施設｣ に､ ｢教護院｣ を ｢児童自立支援施設｣

に､ ｢精神薄弱児施設｣ を ｢知的障害児施設｣ に､ ｢盲児施設､ ろうあ児施設｣ を ｢盲ろうあ児施設｣ に改め､ ｢､

虚弱児施設｣ を削り､ ｢
������円以上｣ を ｢
������円以上｣ に改める｡

三重県告示第648号

障害者自立支援法 (平成��年法律第��
号) 第�条の規定により､ 次のとおり育成医療又は更生医療に係る指

定自立支援医療機関から指定の辞退がありました｡

平成��年�月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第649号

三重県生活環境の保全に関する条例 (平成�
年三重県条例第�号) 第�
条第�項の規定により､ 第��条第�項

の規定により廃物として認定することが困難で､ 所有者等が判明しない放置自動車を次のとおり告示します｡

平成��年�月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第650号

平 成 ��年 � 月 �	日 第 ����号三 重 県 公 報 (�
)

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地
標ぼうしている
診療科目

担当しようとす
る医療の種類

辞退年月日

病院又は診療所
医療法人 きくち矯
正歯科

伊勢市御薗町新開
	－�

矯正歯科 歯科矯正 平成��年�月�
日

警告書をは
り付けた日

放置されている場所 車名 塗色
自動車登録番
号

告示後の取扱
い

放置自動車の引
取りの方法

平成�年
�月��日

四日市市東日野町地
内 (鹿化川河川敷)

ホンダＴ
Ｎアクテ
ィー

青 三重��ら���
�月を経過し
た日以後にお
いて処分する｡

環境森林部ごみ
ゼロ推進室に連
絡すること｡

平成�年
�月��日

四日市市東日野町地
内 (鹿化川河川敷)

スバル 白 三重��く��
�月を経過し
た日以後にお
いて処分する｡

環境森林部ごみ
ゼロ推進室に連
絡すること｡



県土整備部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

県土整備部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示

県土整備部関係補助金等交付要綱 (平成��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正する｡

別表に次のように加える｡

附 則

この告示は､ 公表の日から施行し､ 改正後の県土整備部関係補助金等交付要綱の規定は､ 平成��年度分の補助

金等から適用する｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第	号) 第��条第
項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第�項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成��年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦


 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人太陽光発電所Ｅー・ライフネット

� 代表者の氏名

末松 則子

� 主たる事務所の所在地

四日市市鵜の森�丁目��番�号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民に対して､ 太陽光発電設備等の普及及び促進に関する事業を行い､ もって太陽光を

中心とした自然エネルギーの利用を通じて､ 持続可能な社会の形成に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第	号) 第��条第
項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第�項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成��年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦


 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人やさと伊坂・山村ダム公園化推進協議会

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���号三 重 県 公 報(��)

公公公 告告告

�� 密集市街地整備方
針等策定事業費補
助金

密集市街地の総合的
整備を計画的かつ効
率的に行うため､ 整
備方針等の策定を促
進する｡

住宅地区改良事業等補助金
交付要領 (昭和��年建設省
住整発第��号) の規定によ
る住宅地区改良事業等計画
基礎調査事業のうち次の事
業に要する経費
� 住宅市街地整備方針策
定

� 整備プログラム策定

別に定める｡ 市町



� 代表者の氏名

藤田 増幸

� 主たる事務所の所在地

四日市市伊坂町���番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ 四日市市八郷地区の伊坂ダム・山村ダム周辺の遊歩道や緑地等の空間を､ 自らの手で維持管

理し､ 市民の健康増進と憩いの場を提供する総合公園化を目指すとともに､ 自然環境の保全､ 青少年の健全

育成､ 市民の交流､ 文化・スポーツの振興などの事業を行い､ すべての人々が健やかに暮らせる地域社会づ

くりと福祉の向上に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第�項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成��年��月�	日まで縦覧に供

します｡

平成��年
月	�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成��年
月�	日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人かもめ

� 代表者の氏名

中村 和人

� 主たる事務所の所在地

度会郡南伊勢町村山����番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ 在宅で支援が必要な障害者 (児) 及びその家族､ その他の手助けを必要とする人々に対して､

住民参加とたすけあいの精神のもとに､ 地域に根ざした福祉サービスを提供し､ すべての人々が健やかに暮

らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第	�条第項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款の変更

の認証の申請がありましたので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次のとおり公告

します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成��年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成��年
月	�日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成��年
月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人おもいやり介護の会つくしんぼ

� 代表者の氏名

島崎 春江

� 主たる事務所の所在地

津市片田志袋町���番地の���

� 定款に記載された目的

この法人は､ 介護福祉ニーズを有するすべての人々が､ 住みなれた地域や居宅で安らぎと心豊かな暮らし

が確保され継続できるよう､ 必要なサービス活動を行うとともに､ 人に優しい地域支援の創造に努め､ 共生

社会における福祉の増進に寄与することを目的とする｡

平 成 ��年 
 月 	�日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款の変更

の認証の申請がありましたので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次のとおり公告

します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成�	年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成�	年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成�	年
月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人ＴＥＡＭ笑美Ｓ

� 代表者の氏名

辻村 知身

� 主たる事務所の所在地

志摩市阿児町鵜方���	番地��

� 定款に記載された目的

この法人は､ 子ども､ 青少年､ 地域住民､ 高齢者､ 障害者に対して､ 住み慣れた地域において､ 皆で助け

合い楽しく自立した生活ができるための各種支援事業等を行い､ もって社会全体の利益の増進に寄与するこ

とを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款の変更

の認証の申請がありましたので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次のとおり公告

します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成�	年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成�	年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成�	年
月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人ゆうあい

� 代表者の氏名

曾我 浩彦

� 主たる事務所の所在地

北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原��番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ 様々な援助を必要とする人々に対して､ 福祉や生活に関する事業を行い､ もって全ての人々

がいつまでも自分らしく誇りと尊厳をもちながら安心して暮らしていくことのできる地域社会の創設に努め､

福祉の向上及び社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第	�条の�第�項の規定により､ 県営農地開発事業川島地区の換地計画

を定めましたので､ 当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します｡

なお､ この計画については､ 土地改良法第	�条の�第�項において準用する同法第	�条第�項の規定に基づき､

縦覧期間満了の日の翌日から起算して��日以内に三重県知事に異議申立てをすることができます｡ また､ 土地改

良法第	�条の�第�項において準用する同法第	�条第�項の規定による決定に不服がある者は､ 同法第	�条の�

第�項において準用する同法第	�条第��項の規定に基づき､ 三重県を被告として､ 決定があったことを知った日

の翌日から起算して�か月以内に異議申立て決定に対する取消しの訴えを提起することができます｡

平 成 �	年 
 月 ��日 第 �	��号三 重 県 公 報(�)



平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 縦覧に供すべき書類の名称

換地計画書の写

� 縦覧の期間

平成��年��月�日から同月	�日まで


 縦覧の場所

四日市市役所

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第�条の
第�項において準用する同法第��条第�項において準用する

同法第�条第�項の規定により､ 津市営土地改良事業 (基盤整備促進事業 (担い手育成型) 楠原地区) の計画変

更は､ 適当と決定しましたので､ 当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します｡

なお､ この計画変更については､ 土地改良法第�条の
第�項において準用する同法第��条第�項において準

用する同法第�条第�項の規定により､ 縦覧期間満了の日の翌日から起算して��日以内に三重県知事に異議の申

出をすることができます｡ また､ 三重県を被告として､ 決定のあったことを知った日の翌日から起算して�か月

以内に決定に対する取消しの訴えを提起することができます｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 縦覧に供すべき書類の名称

土地改良事業計画書の写

� 縦覧の期間

平成��年��月�日から同月	�日まで


 縦覧の場所

津市役所

測量法 (昭和��年法律第���号) 第	�条において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次の公共測量が平

成��年�月��日に終了した旨､ 国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所長から通知がありました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 作業種類

公共測量 (平成��年度四日市港基準点及び水準点測量)

� 作業地域

四日市市霞ヶ浦地区及び石原地区付近

土地区画整理法 (昭和��年法律第���号) 第��	条第
項の規定により､ 平成��年�月��日付けで､ 嬉野町中川

駅周辺土地区画整理事業の換地処分を行った旨､ 嬉野町中川駅周辺土地区画整理組合から届出がありました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和	�年三重県規則第��号) 第��条の規定により

公告します｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 委託業務名

平成��年度介護支援専門員資質向上研修事業 (専門研修課程Ⅰ・Ⅱ)

� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 委託期間

契約締結の日から平成��年
月��日 (火) までとします｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



� 委託業務履行場所

三重県内各地 (詳細は､ 入札説明書 (仕様書) で指定する場所)

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 過去�年の間に､ 福祉関係職員を対象とした実務研修の契約を履行した実績があること｡

	 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成�
年��月�日 (金) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出し､ 競争入札参加資格の確認を受けなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その	 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 過去�年の間に､ 福祉関係職員を対象とした実務研修の契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を

示す証明書

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒��－
��� 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室 担当 加納､ 土性

電話 ���－��－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成�
年�月��日 (金) から同年��月�日 (金) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後�時��分まで配布しま

す｡

� 競争入札参加資格の確認結果通知

平成�
年��月��日 (火) に通知します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成�
年��月��日 (木) 午前��時

場所 三重県津市広明町��番地

三重県庁 �階 第��
会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡
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ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和	
年三重県規則第��号) 第�
条の規定により

公告します｡

平成��年�月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 委託業務名

平成��年度廃棄物監視・指導記録等情報化委託業務

� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 委託期間

契約締結の日から平成�
年月��日 (水) までとします｡

� 委託業務履行場所

三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する場所

 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 委託者が貸与物品の返還を求めてから､ 	�分以内に当該貸与物品を返還できること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年��月��日 (木) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出し､ 競争入札参加資格の確認を受けなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し
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� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���� 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室 担当 加納､ 土性

電話 ��	－

�－
��


� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月
	日 (金) から同年��月�
日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第�号) 第条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後�時��分まで配布しま

す｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年��月�	日 (木) 午前��時��分

場所 三重県津市広明町��番地

三重県庁 階 第���会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

�
条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和�	年三重県規則第��号) 第�	条の規定により

公告します｡

平成��年�月
	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

 入札に付する事項
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� 委託業務名

平成��年度アスベスト除去作業周辺モニタリング委託業務

� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 委託期間

契約締結の日から平成��年�月��日 (水) までとします｡

� 委託業務履行場所

三重県内一円 (詳細は､ 知事が入札説明書 (仕様書) で指定する場所)

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の	の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第�
条第�項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 計量法第�
�条第�項第�号に係る計量証明事業 (大気中の物質の濃度) の登録を受けていること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�
月��日 (木) 午後�時�分までに	の�の場

所に提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 計量法第�
�条第�項第�号に係る計量証明事業 (大気中の物質の濃度) の登録を受けていることを証明

する書類の写し

	 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒��－��
 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室 担当 加納､ 土性

電話 
�－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月��日 (金) から同年�
月��日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時�
分から午後�時�分まで配布しま

す｡

� 競争入札参加資格の確認結果通知

平成��年�
月��日 (月) に通知します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�
月��日 (木) 午前��時

場所 三重県津市広明町��番地

三重県庁 �階 第�
�会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うも
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のとします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和	
年三重県規則第��号) 第�
条の規定により

公告します｡

平成��年�月�
日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 購入物品及び数量

三重県立熊野古道センター収蔵庫用収蔵棚 (積層式物品棚) �式

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 納入期限

平成�
年�月�
日 (金)

� 納入場所

三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する場所とします｡

 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年��月��日 (木) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模
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をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札説明書 (仕様書) に示す特質等を有することを示す機能及び価格証明書

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���	 三重県津市広明町�
番地

三重県出納局出納総務室 担当 土性

電話 	��－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年月��日 (金) から同年�	月��日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時
	分から午後�時まで配布します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�	月��日 (木) 午前��時
	分

場所 三重県津市広明町�
番地

三重県庁 �階 第�	�会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の�		分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の�	�分の�		に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の�		分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第�	条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の�		分の�	以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

平 成 ��年  月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�
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次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和��年三重県規則第��号) 第��条の規定により

公告します｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 購入物品及び数量

インバーター冷暖房兼用エアコン 	台

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 納入期限

契約の日から�月以内

� 納入場所

三重県立上野工業高等学校 インテリア科管理室及び電子機械科管理室	階

	 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第�
号) 第�
�条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第
条第	項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (金) 午後�時までに�の�の場所に

提出し､ 競争入札参加資格の確認を受けなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去	年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去
月

以内に発行したものです｡) の写し

� 当該業務を履行するのに必要な資格 (第	種電気工事士) を有することを確認できる書類の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－��� 三重県伊賀市緑ヶ丘西町���－�

三重県立上野工業高等学校 担当 森井

電話 ���－��－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月��日 (金) から同年�月�日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第	号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時�分から午後�時��分まで配布しま

す｡

� 競争入札参加資格の確認結果通知

平成��年�月��日 (水) に通知します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (火) 午前��時

場所 三重県伊賀市緑ヶ丘西町���－�

三重県立上野工業高等学校 �階第	会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条�項各号のいずれかに該

当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県知事が判断した入札であって､ 規則��条の規定に

より定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則��

条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

お 知 ら せ
次のとおり県有財産の一般競争入札を行いますので､ 希望者は現物を確認し､ 入札説明書を熟読の上参加して

ください｡

平成�	年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 売払物件

� 入札に必要な資格

次のいずれにも該当しない者とします｡

� 成年被後見人又は被保佐人 (準禁治産者を含みます｡)

� 破産者で復権を得ない者

� 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成年法律第��号) 第�条第�号から第�号まで及

び第�号に該当する者

� 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成��年法律第���号) 第�条第�項に規定する

観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員

 現場説明の日時及び場所

平 成 �	年 
 月 ��日 第 �	��号三 重 県 公 報 (��)

番号 物件名 所 在 地 地目 地積 (実測) 地積 (登記簿)

� 旧一志病院職員住宅敷地
津市白山町南家城字下出���
番�

宅地 ������㎡ ������㎡

� 旧県公舎塔世�, ��号敷地 津市北丸之内���番 宅地 ������㎡ ������㎡

� 旧県営住宅古河団地敷地 津市南新町���番�	 宅地 �	����㎡ �	����㎡

� 県道楠河原田線沿い用地
四日市市楠町北五味塚字不納
����番���

雑種地 ������㎡ ������㎡



�の�について 平成��年��月��日 (月) 午前��時 売払物件所在地

�の�について 平成��年��月��日 (月) 午後�時 売払物件所在地

�の�について 平成��年��月��日 (月) 午後�時 売払物件所在地

�の�について 平成��年��月��日 (火) 午前��時 売払物件所在地

� 入札及び開札の日時及び場所

�の�について 平成��年��月	�日 (月) 午前��時

三重県津市久居明神町
���－� 三重県久居庁舎�階��会議室

�の�について 平成��年��月	�日 (月) 午後�時

三重県津市広明町�	番地 三重県庁厚生棟�階入札室

�の�について 平成��年��月	�日 (月) 午後�時

三重県津市広明町�	番地 三重県庁厚生棟�階入札室

�の�について 平成��年��月	�日 (月) 午前��時

三重県津市広明町�	番地 三重県庁厚生棟�階入札室

 入札説明書の配布について

三重県津市広明町�	番地 三重県庁�階 三重県総務部管財室資産グループ (担当 小林､ 岡) にて配付し

ます｡ なお､ 電話 (���－

�－
�	�) にてご請求いただきましたら郵送いたします｡

また､ 三重県ホームページ (県政の運営→入札 (物件) →入札公告→印刷・その他→一般競争入札公告) で

も入札説明書を掲載しています｡

� 入札保証金

入札に参加しようとする者は､ 現金又は金融機関が振り出した小切手により入札価格の���分の以上の金

額の入札保証金を入札開始までに納めなければなりません｡

� 落札者の決定

入札価格が県の最低売却価格以上で､ かつ､ 最高価格による入札者を落札者とします｡

ただし､ 落札者となる同価格の入札者が�人以上あるときは､ 直ちにくじによって落札者を決定します｡

� 契約保証金

契約金額の���分の��以上とします｡

� 用途の制限

� 落札者は､ 県有財産売買契約締結の日から年間､ 売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律 (昭和
	年法律第�

号) 第�条第�項に規定する風俗営業､ 同条第�項に規定する店舗型性風俗

特殊営業その他これらに類する業の用に供してはなりません｡

� 落札者は､ 売買物件を暴力団関連施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供してはなりま

せん｡

�� 最低売却価格

�の� �,���,���円

�の� 
�,���,���円

�の� 
�,���,���円

�の� �,���,���円

�� その他

入札の際は､ 印鑑及び入札者が代理人であるときは委任状を持参してください｡

�
 問い合わせ先

�の�､ �及び�については

三重県総務部管財室資産グループ 担当 小林､ 岡

三重県津市広明町�	番地 電話���―

�－
�	�

�の�については

三重県県土整備部公共用地室財産管理グループ 担当 小林､ 上村

三重県津市広明町�	番地 電話���―

�－
���

三重県生活保護システム開発委託業務に係る委託契約を締結するに当たり､ 次のとおり企画提案書の募集を行

います｡

平成��年�月
�日

平 成 ��年 � 月 
�日 第 ����号三 重 県 公 報(
�)



三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 公募対象事業

� 名称

三重県生活保護システム開発委託業務

� 納入場所

三重県健康福祉部生活保障室及び指定する�地域機関

� 事業の概要

今回の業務は､ 三重県生活保護システムについて以下の目的を達成するようにシステム設計及び機器の調

達を行うものです｡

ア 保護の申請から決定までの手続､ 被保護者情報の修正､ 保護費の計算及び集計､ 医療券及び介護券の発

行､ 統計処理､ 関係帳票の作成､ 指定医療機関及び介護機関の登録等､ 生活保護業務全般を扱うシステム

イ セキュリティに配慮し､ かつ､ 操作性､ 機能性､ 処理速度等の事務効率の向上及び安定稼動が可能なシ

ステム

ウ 現行システムからのデータ移行

� 委託期間

契約締結の日から平成��年�月��日まで

� 参加資格に関する事項

次に掲げる要件をすべて満たした者とします｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第�	号) 第�	
条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (昭和��年三重県規則第��号) 第	条第�項の規定による入札参加資格者名簿に登録され

ている者であること｡

なお､ 名簿登録については�の�の提案書提出時点までに登録されていなければならないこととします｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により､ 指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 過去�年間において､ 都道府県､ 政令指定都市又は市において､ 生活保護システムの開発実績がある者で

あること｡

� 最優秀提案者決定の評価基準

提案するシステムの内容及び基盤､ 設計開発及び保守運用の体制､ 価格等

� 説明会

企画提案に参加を希望する者については､ 説明会を次のとおり開催します (説明会への出席希望者は､ 平成

��年�月�日 (水) 午後�時までに電子メールで担当部局まで連絡してください｡)｡

� 日時 平成��年�月�日 (木) 午後�時�分から午後�時�分まで

� 場所 三重県津市広明町�� 三重県庁厚生棟 �階 Ｓ��会議室

� 仕様書の交付

平成��年�月��日 (金) から同年�月�日 (火) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三重県条例第

�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) 生活保障室で配布します｡ また､ 郵送でも受け付けます (返信用

封筒を同封してください｡)｡

� 説明会後のスケジュール

� 企画提案への参加意思表示及び資格審査

企画提案に参加を希望する者は､ 次のとおり申込みを行ってください｡ 申込みに基づき資格審査を行い､

その結果を文書で通知します｡

ア 様式及び内容 説明会で指定するものとします｡

イ 提出期限 平成��年�月�日 (火) 午後�時

ウ 提出場所 三重県津市広明町��番地

三重県健康福祉部生活保障室

� 質問書の提出

次のとおり提出してください｡

ア 様式及び内容 電子メールで提出してください｡ 様式は説明会で指定するものとします｡

イ 提出期限 平成��年�月��日 (木) 午後�時

ウ 提出場所 �のウに同じです｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���
号三 重 県 公 報 (�
)



� 企画提案書の提出

次のとおり提出してください｡

ア 様式及び内容 説明会で指定するものとします｡

イ 提出期限 平成��年��月��日 (金) 午後�時

ウ 提出場所 �のウに同じです｡

� 企画提案書の審査

提出された企画提案書について書類審査及びプレゼンテーションを行います｡ プレゼンテーションの日時

は､ 企画提案書の提出があった者に対して後日通知します｡ 審査の結果については､ 各提案者に後日通知し

ます｡

� 委託契約の締結

最優秀提案者と契約条件を協議のうえ､ 委託契約を締結します｡

� その他

� 企画提案及び契約の手続において使用する言語及び通貨については､ 日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 企画提案に必要な費用については､ 各提案者の負担とします｡

� 本調達の事項等に関しての質疑応答については､ 原則として電子メールによることとします｡

� 提出された企画提案書については､ 返還しません｡

� 担当部局

〒��	－��
� 三重県津市広明町��番地

三重県健康福祉部生活保障室援護・保護グループ 担当 中津､ 小端

電話 ���－��	－���

ファクシミリ ���－��	－����

電子メール ��������������������

バリアフリー施設構造等調査事業に係る委託契約を締結するに当たり､ 次のとおり企画提案書の募集を行いま

す｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 公募対象事業

� 名称

バリアフリー施設構造等調査事業

� 事業の概要

バリアフリー施設構造等調査業務においては､ 農業生産施設等のバリアフリー化に関する調査活動等を通

じて､ 紀南地域における園芸福祉活動を一層促進するとともに､ この調査業務による成果・ノウハウが､ 三

重県全域におけるバリアフリー化農業生産施設における農業生産活動の普及やそれを通じての地域の活性化

に資するものとなることを目的とする｡

� 事業の予算

�����千円以内 (消費税及び地方消費税を含みます｡)

� 参加資格に関する事項

次に掲げる要件をすべて満たした者とします｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第�号) 第�
条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 連絡調整者を�名以上配置することができること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 三重県内に営業所等又は住所を有すること｡

� �に掲げる説明会に参加できる者であること｡

� 過去に園芸福祉活動の取組を行ったことがあること｡

� 最優秀提案者決定の評価基準

企画提案の企画性､ 独創性､ 効果性､ 専門性､ 経済性及び当該業務の実施体制等

� 説明会

企画提案に参加を希望する者については､ 次のとおり説明会を開催し､ 説明書 (仕様書) を配付します (説

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ���
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明会への出席希望者は､ 平成��年��月�日 (木) の午後�時までに電話又はファクシミリで担当部局まで連絡

してください｡)

� 日時 平成��年��月��日 (火) ��時から��時まで

� 場所 三重県熊野市井戸町��� 三重県熊野庁舎�階会議室Ｂ

� 説明会後のスケジュール

� 企画提案への参加意思表示及び資格審査

企画提案に参加を希望する者は､ 次のとおり申込みを行ってください｡ 申込みに基づき資格審査を行いま

す｡

ア 様式及び内容 説明会で指定するものとします｡

イ 提出期限 平成��年��月��日 (月) 午後�時

ウ 提出場所 三重県熊野市井戸町��� 三重県熊野農林商工環境事務所農政・普及室

� 企画提案書の提出

次のとおり提出してください｡

ア 様式及び内容 説明会で指定するものとします｡

イ 提出期限 平成��年��月��日 (月) 午後�時

ウ 提出場所 三重県熊野市井戸町��� 三重県熊野農林商工環境事務所農政・普及室

� 企画提案書の審査

提出された企画提案書の適否評価を行い､ 最優秀企画提案を選定した後､ その結果を��月上旬に各提案者

に文書で通知します｡

� 委託契約の締結

最優秀提案者と契約条件を協議のうえ､ 委託契約を締結します｡

� その他

� 企画提案書及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 企画提案書の作成等コンペに係る一切の費用について､ 各提案者の負担とします｡

� 提出された各提案書については返還しません｡

	 担当部局

〒
��－����三重県熊野市井戸町���

三重県熊野農林商工環境事務所農政・普及室 担当 西方

電話 �
��－��－��


ファクシミリ �
��－��－���

正 誤
平成��年	月�
日付け三重県公報第����号に登載しました､ 農水商工部関係補助金等交付要綱の一部を改正す

る告示中

ページ 行 誤 正

�� 下から�� (�) の欄を次のように改め (�) の欄を次のように改め､ 同項 (�) の欄中

｢市町村｣ を ｢市町｣ に改め

�� 下から� ｢次に掲げる事業｣ ｢次に掲げる施設整備｣

�� 下から�� ｢市町等｣ に改め ｢市町等｣ に､ ｢市町村｣ を ｢市町｣ に改め
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平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

毎 週 火､ 金 曜 日 発 行
購読料 (送料並びに消費税及び地方税含む｡)

�箇 月 �	���円
�箇 年 �
	���円

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡
��������������������

平成��年�月��日発行
津市広明町��番地
三 重 県
印刷・販売 株 式 会 社 伊 勢 出 版
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